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１ 【提出理由】

当社は、平成25年10月16日開催の取締役会において、米国に子会社を設立することを決議し、平成25年12月１日に

子会社JINS US Holdings,Inc.及びJINS Eyewear US,Inc.の設立を完了いたしました。

これにより、特定子会社の異動が生じましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

２ 【報告内容】

特定子会社の異動　

（１）JINS US Holdings,Inc.

① 特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

（ア）名称 JINS US Holdings,Inc.

（イ）住所 615 South DuPont Highway, Dover, Kent Country, Delaware 19901

（ウ）代表者の氏名 CEO　田中　仁

（エ）資本金の額 5,000,000 USドル

（オ）事業の内容 米国における純粋持株会社

 

② 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

(ア)　当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

　異動前　　　　　　　 ― 個　

　異動後   　 　　 5,000 個（うち、間接所有：― 個）

(イ)　総株主等の議決権に対する割合

　異動前               ― ％ 　

　異動後            100.0 ％（うち、間接所有：― ％）

 

③ 異動の理由及び年月日

(ア)　異動の理由

当社は、平成25年10月16日開催の取締役会において、米国に子会社を設立することを決議し、平成25年12

月１日に子会社JINS US Holdings,Inc.の設立を完了いたしました。

これにより、JINS US Holdings,Inc.の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当するた

め、当社の特定子会社に該当することになりました。

 

(イ)　異動の年月日

平成25年12月１日

 

（２）JINS Eyewear US,Inc.

① 特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

（ア）名称 JINS Eyewear US,Inc.

（イ）住所 90 New Montgomery Street, Suite 1015, San Francisco, California 94105

（ウ）代表者の氏名 President 冨田　晋輔

（エ）資本金の額 4,990,000 USドル
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（オ）事業の内容 眼鏡・サングラス、およびそれらの関連商品の製造、加工、販売、修理および輸出入
その他上記に付帯する一切の事業

 

 

② 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

(ア)　当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

　異動前　　　　　　　 ― 個　

　異動後　　　　 　　4,990 個（うち、間接所有：4,990 個）

(イ)　総株主等の議決権に対する割合

　異動前               ― ％ 　

　異動後            100.0 ％（うち、間接所有：100.0 ％）

 

③ 異動の理由及び年月日

(ア)　異動の理由

当社は、平成25年10月16日開催の取締役会において、米国に子会社を設立することを決議し、平成25年12月１

日に子会社JINS US Holdings,Inc.の設立およびJINS US Holdings,Inc.による子会社（当社の孫会社）JINS

Eyewear US,Inc.の設立が完了いたしました。

これにより、JINS Eyewear US,Inc.の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当

社の特定子会社に該当することになりました。

 

(イ)　異動の年月日

平成25年12月１日

 

以　上
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